
訪問介護 利用料金表（1 割負）
2024/6/1～ 

別紙 利用料金表 

【その他】 

◆表示料金は、介護保険の１割負担分です。小数点以下は四捨五入となりますので、１か月の合計で計算した場合に多少の誤差が生じます。 

◆要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過した分については、全額自己負担となります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【加算】 

 

 

 

 

加算項目の種類 介護保険適用時の利用料金 
 

早朝（6：00～8：00）夜間  (18:00～22:00） 基本利用料金の２５％割増 早朝、夜間の時間 にサービスを実施した場合 

深夜加算（22：00～6：00） 基本利用料金の５０％割増 深夜にサービスを実施した場合 

緊急時訪問介護加算 １００円／回 （１か月に２回まで） 
計画にサービス提供することになっていない身体介護を、利用者等より連絡要
請を受けてから 24 時間以内に実施した場合 

初回加算 ２００円／月 
初回サービスと同月内にサービス提供責任者がサービスを実施した場合、又
は他の訪問介護員に同行した場合、過去 2 ヵ月ご利用がなく再開した場合 

介護職員処遇改善加算 基本利用料金及び各加算の合計の１８。２％を加算 

サービスの種類 基本サービス所要時間 １回あたりの基本利用料金 

 

 

身体介護 

２０分未満 １６３円 

２０分以上 ３０分未満 ２４４円 

３０分以上１時間未満 ３８７円 

１時間以上 ５６７円に ３０分を増すごとに ＋８２円 

 

生活援助 
２０分以上 ４５分未満 １７９円 

４５分以上 ２２０円 

身体介護に引続き

生活援助を行った

場合 

２０分以上の生活援助  

上記 身体介護の

基本利用料金に 

＋ ６５円 

４５分以上の生活援助 ＋１３０円 

７０分以上の生活援助 ＋１９５円 



訪問介護 利用料金表（２割負） 2024/6/1～ 

別紙 利用料金表 

【その他】 

◆表示料金は、介護保険の１割負担分です。小数点以下は四捨五入となりますので、１か月の合計で計算した場合の多少の誤差が生じます。 

◆要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過した分については、全額自己負担となります。 

 

 

 

 

 

【加算】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サービスの種類 基本サービス所要時間 １回あたりの基本利用料金 

 

 

 

身体介護 

２０分未満 ３２６円 

２０分以上 ３０分未満 ４８８円 

３０分以上１時間未満 ７７４円 

１時間以上 
１， １３４円に ３０分を増すごとに 

＋１６４円 

 

生活援助 
２０分以上 ４５分未満 ３５８円 

４５分以上 ４４０円 

身体介護に引続き

生活援助を行った

場合 

２０分以上の生活援助  

上記 身体介護の

基本利用料金に 

＋１３０円 

４５分以上の生活援助 ＋２６０円 

７０分以上の生活援助 ＋３９０円 

加算項目の種類 介護保険適用時の利用料金 
 

早朝（6：00～8：00）夜間  (18:00～22:00） 基本利用料金の２５％割増 早朝、夜間の時間 にサービスを実施した場合 

深夜加算（22：00～6：00） 基本利用料金の５０％割増 深夜にサービスを実施した場合 

緊急時訪問介護加算 ２００円／回 （１か月に２回まで） 
計画にサービス提供することになっていない身体介護を、利用者等より連絡要
請を受けてから 24 時間以内に実施した場合 

初回加算 ４００円／月 
初回サービスと同月内にサービス提供責任者がサービスを実施した場合、又
は他の訪問介護員に同行した場合、過去 2 ヵ月ご利用がなく再開した場合 

介護職員処遇改善加算 基本利用料金及び各加算の合計の１８。２％を加算 

 



訪問介護 利用料金表（３割負） 2024/6/1～ 

別紙 利用料金表 

【その他】 

◆表示料金は、介護保険の１割負担分です。小数点以下は四捨五入となりますので、１か月の合計で計算した場合に多少の誤差が生じます。 

◆要介護度別に定められている介護保険給付限度額を超過した分については、全額自己負担となります。 

 

 

 

 

【加算】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスの種類 基本サービス所要時間 １回あたりの基本利用料金 

 

 

 

身体介護 

２０分未満 ４８９円 

２０分以上 ３０分未満 ７３２円 

３０分以上１時間未満 １，１６１円 

１時間以上 
１，７０１円に ３０分を増すごとに 

＋２４６円 

 

生活援助 
２０分以上 ４５分未満 ５３７円 

４５分以上 ６６０円 

身体介護に引続き

生活援助を行った

場合 

２０分以上の生活援助  

上記 身体介護の

基本利用料金に 

＋１９５円 

４５分以上の生活援助 ＋３９０円 

７０分以上の生活援助 ＋５８５円 

加算項目の種類 介護保険適用時の利用料金 
 

早朝（6：00～8：00）夜間  (18:00～22:00） 基本利用料金の２５％割増 早朝、夜間の時間 にサービスを実施した場合 

深夜加算（22：00～6：00） 基本利用料金の５０％割増 深夜にサービスを実施した場合 

緊急時訪問介護加算 ３００円／回 （１か月に２回まで） 
計画にサービス提供することになっていない身体介護を、利用者等より連絡要
請を受けてから 24 時間以内に実施した場合 

初回加算 ６００円／月 
初回サービスと同月内にサービス提供責任者がサービスを実施した場合、又
は他の訪問介護員に同行した場合、過去 2 ヵ月ご利用がなく再開した場合 

介護職員処遇改善加算 基本利用料金及び各加算の合計の１８。２％を加算 


